
保護器具の使用可否については、事前に「トーナメント委員会」に申請書ならびに対象商品を

提出し、許可を得るものとする。※但し審査については約２ヶ月～３ヶ月要するものとする。

※「保護器具」申請書と対象商品をＪＰＢＡ事務局へ提出

※２ヶ月～３ヶ月に１回
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